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昭和２４年１月１日 

 福岡少年院分院「貞志寮」として発足 

     （収容定員２８名） 

     所在地：中津市大字大貞３８３番地 

昭和３１年４月１日 

 本院に昇格「中津少年学院」と改称 

     （収容定員８４名） 

昭和３６年６月２８日 

 現在地に移転（収容定員１１５名） 

昭和５２年６月１日 

 特殊教育課程設置 

昭和６０年１０月７日 

 治療処遇導入 

※昭和６１年１２月２２日 

 新営工事着工 

平成５年９月９日 

 新築落成式 

平成８年３月２９日 

 全体改築完了（敷地面積約６９千㎡） 

平成１８年４月１日 

 創立５０周年 

平成２３年３月 

 収容定員８９名 

平成２７年６月１日 

      少年院法改正（支援教育課程指定） 

令和2年４月１日 

      複数指導体制実施 

令和4年４月１日 

      第５種少年院併設 

 

  時刻  日課の内容 

 

  ７：００ 起床（点呼、洗面、清掃等） 

  ７：３０ 朝食、余暇時間 

  ９：００ 午前の課業（職業実習等）  

 １１：５０    昼食、余暇時間 

 １３：００ 午後の課業（入浴、体育、運動、特定生活   

         指導、治療的指導等） 

 １６：１５ 夕食、余暇時間 

 １８：１０ 日記、学習、時事指導等 

 ２０：００ 余暇時間 

 ２０：５０    点呼、就寝 

１月  成人式 

３月  卒業証書授与式 

５月  サッカー大会 

１０月 運動会 

１１月 収穫祭 

１２月 クリスマス会 

 

進級式・保護者会・誕生会など 

 

 中津少年学院は、九州・四国・中国の各家庭裁判所から 

保護処分として送致された知的、情緒若しくは発達障がいの 

ある在院者（疑いも含む。）、又はこれに準じた処遇上の配 

慮を有する在院者に対して、健全な育成を図ることを目的と 

して矯正教育（支援教育課程）を行う施設です。 

院 

歌 



働くことの尊さを学び、職業に対する知

識、技能及び体力を身につけ、職業生活を

する上での心得などを身に付けます。 
（農園芸コース、手工芸コース、サービスコース

資格取得講座（小型車両系建設機械運転特別教

育、危険物取扱者試験）ほか） 

体力増進、健康管理、ルールを守るこ

との大切さ、協調性の養成等を図るた

め、各種スポーツに取り組ませます。  
（水泳、ランニング、サッカー等） 

基本的な生活態度を身に付けたり、健全なものの見方、考え方

及び行動の仕方を身に付けるため、治療的指導、特定生活指

導、個別面接、課題作文、日記指導、集会活動等を実施してい

ます。 

 

治療的指導・問題行動指導 

 資質・性格的な課題や問題点等

を改善するために、在院者をグ

ループに分け、それぞれの特質に

応じた教育プログラムを実施して

います。 

 

 

特定生活指導 

 在院者それぞれの事情に合わ

せ、全国で統一したプログラムに

よって、再非行しないための方法

等を学習します。内容としては、

交友関係指導、家族関係指導、性

非行防止指導、暴力防止指導、被

害者の視点を取り入れた教育、薬

物非行防止指導、成年社会参画指

導（18歳～）に分かれています。 

基礎学力の向上を図り、円滑

な進学や復学ができるようにし

ています。当院で卒業を迎える

在院者については、出身中学校

の卒業証書の交付を受けていま

す。義務教育のほかに社会生活

に必要な学力を身に付けるため

の補習教育を行っています。 

各種行事、役割活動等の体験を

とおして在院者たちの自主性や

健全な社会生活の在り方を学ば

せます。 
（運動会、登山訓練、サイクリングほ

か） 

対象者 
 おおむね１４歳以上２３歳未満の第１種、第２種及び１８歳以上の第5

種少年院送致者を対象に矯正教育を行う少年院です。 

教育期間 
 標準教育期間は１１か月で、在院者一人一人に応じた個人別矯正教育計

画を作成し、その計画に基づき非行に関する問題等を改善し、健全な社会

人として生活できるようにするためにさまざまな指導や訓練を行います。

 少年院における教育の中心となる段

階で、各種指導をとおして、問題点の

改善に具体的に取り組みます。 

少年院における教育の、総仕上げと

なる段階で、社会生活を念頭に置

き、残りの課題の解消や進路等の出

院後の生活設計を固めていきます。 

 院生活における基本的な

行動様式や心構え、礼儀作法

及びマナーを身に付けさせる

とともに非行に至った原因、

自分の問題点に気付かせま

す。 

（ 特 定 生 活 指 導 ） 

（３級時の集団行動訓練） 

（ 問題行動指導：絆ワーク） 
（ 水 泳 ） 

（サッカー） 

（小型車両系建設機械運転特別教育） 

（農園芸コース） （手工芸コース） 

（手工芸コース作品） 

（歓迎昼食会） 

（ 登 山 訓 練 ） 

（サイクリング） （ 青 の 洞 門 ） 

教育方針 
 知的障がい、情緒障がい又は発達障がい（それぞれ疑い

を含む。）のため支援教育を必要とする在院者に対して、

治療的・体験的な働きかけ等により、能力のいかんを問わ

ず、何事にも全力を出せる人間、他人と温かい関わりを結

べる人間を育成します。 

（卒業証書授与式） 


